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【暮らしの情報をあなたに届ける情報誌】

４/１ 
建設水道課　  ☎0966（43）4131
議会事務局　  ☎0966（43）4132
保健センター  ☎0966（43）4112
中央公民館　  ☎0966（43）2050
海洋センター  ☎0966（43）4555

令和８年

1430 号  記事
２㌻…自転車も「青切符」が適用されます
３㌻…令和８年度  町税・使用料の納期
４㌻…固定資産税縦覧・閲覧制度、通学定期代・自転車
　　　購入代の一部補助、手話奉仕員養成講座
５㌻…タクシー利用券など、充電式電池収集
６㌻…はり・灸施術費助成、旧優生保護法、野良猫、狂犬
　　　病予防集団注射日程

７㌻…農作業安全講座、農地の移動件数報告
８㌻…産交バス人吉営業所、耐震診断、浄化槽設置、住
　　　宅移転、下水道接続
９㌻…ブロック塀撤去、市房ダム洪水対応演習、年金相
　　　談、就労支援相談
10㌻…健康相談・健康教室、休日当番医・当番薬局

総務課（代表）         ☎0966（43）4111
農林振興課            ☎0966（43）4124
農業委員会                 ☎0966（43）4125
企画観光課            ☎0966（43）4129
税務町民課・会計室  ☎0966（43）4130

この運動は交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実
践を習慣づけるとともに、交通事故防止の徹底を図る
ことを目的とする、県民総ぐるみの運動です。

▶運動の重点：
　❶こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道
　　路環境の確保と正しい横断方法の実践
　❷歩行者優先意識の徹底とながら運転などの根絶や
　　シートベルトなどの適切な使用の促進
　❸自転車・電動キックボードなど利用時のヘルメッ
　　ト着用と交通ルールの遵守の徹底
問  管財防災係　☎0966（43）4111

春 の 全 国 交 通 安 全 運 動

実 施 期 間
４月６日（月）～15日（水）

※４月10日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」です

交通安全啓発用の動画が
YouTube で見れます。
ぜひご覧ください。

令和８年４月１日から、自転車の交通違反にも
「青切符（交通反則通告制度）」が適用されます！
くわしくは２ページをご覧ください。
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税務町民課

令和８年度　町税・使用料の納期

▶納期一覧表：水道使用料、下水道使用料、住宅使用料、奨学金返還金は毎月です

月 軽自動車税 町県民税 固定資産税 国民健康保険税 後期高齢者
医療保険料 介護保険料

４月 １期 １期

５月 全期

６月 １期 ２期

７月 １期 ２期 １期

８月 ２期 ３期 ２期 ３期

９月 ４期 ３期

10 月 ３期 ５期 ４期 ４期

11 月 ２期 ６期 ５期

12 月 ３期 ７期 ６期 ５期

１月 ４期 ８期 ７期

２月 ４期 ８期 ６期

３月

※給与・年金から天引き（特別徴収）の人は納期が異なります

問  税務町民課：軽自動車税、町県民税、固定資産税、
　　　　　　　 国民健康保険税、介護保険料、
　　　　　　　 後期高齢者医療保険料
　  建設水道課：水道、下水道、住宅使用料
　  教　育　課：湯前町奨学金返還金

▶納付書の発送：毎月15日（休日のときは前開庁日）
▶口座振替：毎月25日、12月のみ20日
　※休日のときは翌開庁日

▶納期限：毎月末日、12月のみ25日
　※休日のときは翌開庁日
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【縦
　じゅうらん

覧制度】
持っている土地・家屋の価格を町内の他の土地・家屋
と比較することができる制度  ※自分の持っている固定資産

の価格が適正であるか確認することができます

【閲覧制度】
持っている土地・家屋の一覧が載っている課税台帳を
見ることができる制度  ※本年度に課税される資産の価格な

どを確認することができます

▶対象者：次のいずれか
　・固定資産税の納税義務者と同居の親族、納税管理人
　・委任を受けた代理人  ※委任状が必要です

▶持参物：本人確認書類（マイナンバーカード、運転免
　許証など）
▶場所：税務町民課  窓口
▶費用：無料
▶期間：７月31日（金）まで  ※平日のみ

※相続登記の申請の義務化により、相続や遺贈によって、不動産の所

　有権を取得したときは、３年以内に登記の申請をしなければならな

　くなりました

問  固定資産税係  ☎0966（43）4130

管内の高等学校などに通う生徒の❶通学定期券代（補
助率２分の１以内）❷自転車購入代（上限２万円）を補
助しています。  ※令和８年度から補助率が上がりました

▶対象者：※支給には条件があります。くわしくはお尋ねください

　❶管内の高等学校などに在籍する生徒を、公共交通
　　機関を利用して通学させる保護者

　❷管内の高等学校などに在籍する生徒を、自転車を
　　利用して通学させる保護者
▶必要な物：
　【共通】
　・申請書  ※問合先で受け取るかホームページからダウンロード

　・通帳等  ※振り込みを希望する口座番号が分かる書類

　・印鑑
　【❶通学定期券代】
　・定期券の写し（くま川鉄道利用者）
　・領収書（産交バス利用者）
　【❷自転車購入代】
　・領収書
問  学校教育係  ☎0966（43）2050

人吉球磨圏域の聴覚障がい者のコミュニケーション支
援を行う手話通訳者の養成講座です。

▶受講資格：高卒以上の学力があり、手話通訳活動が
　できる人  ※令和９年３月高等学校卒業見込みの人も含みます

▶期日：
　【入門課程】(全20回）
　　4 月８日～8 月26日の毎週水曜日
　【基礎課程】（テスト・閉校式を含む全25回）
　　９月16日～令和９年３月17日の毎週水曜日
　　※基礎課程は入門過程を終了した人だけ受講できます

▶場所：人吉市カルチャーパレス
▶受講料：8590円予定（テキスト代など）

▶定員：25人
▶申込方法：会場で受講料を添えて申し込み
▶申込期間：4 月９日（木）～４月30日（木）

問   一般社団法人熊本県ろう者福祉協会
　　☎096（383）5587  FAX  096（384）5937

今年度から、タクシー利用券の１枚当たりの金額が
500円から700円に上がりました。

▶対象者：令和８年４月１日時点で本町に住所があり、　
　次のいずれかに当てはまる人
　❶65歳以上で運転免許証を持っていない
　　※年度内に65歳になる人も対象です

　❷身体障害者手帳（１級・２級）、療育手帳（A1・A2）
　　を持っている  ※運転免許証の有無や年齢要件なし

　❸❷以外の等級と精神障害者保健福祉手帳を持ち、
　　運転免許証を持っていない ※年齢要件なし

　※❶と❸は、二輪車（バイク）の免許証を持っている人は対象外

▶助成内容：次のいずれか１つのみ
　・タクシー利用券交付２冊
　・タクシー利用券交付１冊と産交バス乗車助成金
　・産交バス乗車助成金
　※タクシー利用券：１冊あたり助成額１万6800円（700円×24枚）

　※産交バス乗車助成金：IC カードの入金費用  上限8000円

▶持参物：
　・印鑑
　・IC カード入金時の領収書  ※産交バス乗車助成金のみ　  
▶申請場所：湯前町保健センター
▶申請期間：４月１日（水）～令和９年３月31日（水）
　※４月は混み合います。お急ぎでない人は日にちをおいて来てい　　
　　ただければ長く待たずに交付できます

問  住民福祉係  ☎0966（43）4112

以前は収集できなかった充電式電池などの回収を行っ
ています。次のことを必ず守り、安全に出しましょう。

▶対象物：ニカド・ニッケル・リチウムイオン電池の
　表示があるもの（モバイルバッテリー、ハンディファ
　ン、ワイヤレスイヤホン、コードレス家電、電気シェー
　バー、加熱式たばこ、ゲーム機など）
▶回収場所：保健センター窓口  ※開庁時間のみ

▶出すときの注意点：
　・電池を使い切る
　・電池の端子部分に絶縁テープをはる
　・濡らさない
　・ほかのごみと混ぜない
▶その他：
　・膨張したもの・水濡れしたもの・コードレス掃除機
　  などサイズが大きいものは事前にご連絡ください
　・事業用のもの・自動車用バッテリー・パソコン本体・
　  ポータブル電源は対象外です

次のQR コードから回収協力店が検索できます。（膨
張・水濡れしたものは不可）

問  環境衛生係  ☎0966（43）4112

税務町民課 充電式電池の収集を行っています
湯前町保健センター

回収協力店検索

保健福祉課

固定資産税の縦覧・閲覧制度について
お知らせします

通学定期代・自転車購入代の一部補助

教育課

高齢者等移動支援助成事業
（タクシー利用券・バス ICカード）

手話奉仕員養成講座のご案内

ホームページ
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▶申込期間：４月６日（月）～24日（金）
▶その他：
　・申込み多数のときは抽選となります

問  球磨地域振興局  農業普及・振興課
　  〒868-8503  人吉市西間下町86-1
　　☎ 0966（24）4129

令和７年度に湯前町農業委員会で許可された案件につ
いて、下記のとおり報告します。なお、許可書交付後に
しか着工などはできませんので、相談・申請はお早め
にお願いします。

▶農地法第３条：９件
　農地の貸借や売買
▶農地法第４条：０件
　自身が所有している農地を農地以外の地目に転用
▶農地法第５条：５件
　農地を農地以外に転用し、農地の名義人も変更
▶農地の利用権設定：134 件
　農地中間管理機構を活用した農地の賃貸借
問  農業委員会  ☎0966（43）4125

受講対象者や資格要件などはホームページをご覧くだ
さい。  ※インターネットが利用できない人は農林振興課に連絡し

てください

▶日程：
　大型特殊…５月～翌年１月までの指定された４日間
　けん引…７月～翌年２月までの指定された４日間
▶場所：熊本県立農業大学校  研修部 トラクタコース
　※試験申請手続きは免許センターです

▶定員：大型特殊 120人、けん引 100人
▶料金：

▶申込方法：次のいずれか
　❶インターネットで申し込み
　　※熊本県立農業大学校ホームページより

　❷問合先に書類で申し込み

鍼
しんきゅう

灸 施術（はり・灸・マッサージ）を受ける人に治療費
の一部を助成します。

▶対象者：本町に住所がある人
▶助成額：１日１回 につき500円（年24回分まで）
　※施術先では500円を差し引いた金額を支払ってください

▶利用場所：人吉球磨にある施術機関
▶助成期間：助成券発行日～令和９年３月31日（水）
▶申込場所：湯前町保健センター
▶持参物：印鑑  ※スタンプ印不可

▶申込期限：令和９年３月31日（水）
問  保健福祉課  ☎0966（43）4112

昭和23年から平成８年までの間に、旧優生保護法に基
づく優生手術（不妊手術等）や人工妊娠中絶を受け、身
体や心に大きな苦しみや痛みを受けた方々に補償金等
を支給しています。

▶対象：旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中
　絶を受けた人または配偶者
　※ご遺族が対象となる場合があります

　※優生思想によらない理由での手術は除きます

▶請求期限：令和12年１月16日
問  熊本県旧優生保護法相談窓口  ☎096（333）2352

野良猫への不適切なエサやりが原因の苦情が増えてい
ます。猫はとても繁殖力のある動物です。飼育するとき
は、次のことを気をつけましょう。

▶気をつけること：
　❶家の中で首輪をつけて飼う
　❷不妊・去勢手術など繁殖制限を行う
　❸エサやり場所や排せつ場所を決める
問  環境衛生係  ☎0966（43）4112

狂犬病予防法により、犬の登録・年１回の予防注射が
義務づけられています。必ず登録および接種をお願い
します。  ※集団接種の問診票の通知は４月中旬ごろ郵送します

▶日時・場所：

※会場：①農村環境改善センター、②保健センター、③野中田１区公

　　　  民分館、④上村公民分館

▶持ってくるもの：
　・狂犬病予防注射票および問診票
　・注射料金（3300円/ 頭）
　  ※すでに注射済みで注射済票が必要な人は500円です

　・登録料（3000円/ 頭）※登録していない犬のみ

▶その他：
　・日程が合わないときは個別に動物病院で接種でき
　　ます
　・飼い犬の譲渡や死亡したときは届出が必要です
問  環境衛生係  ☎0966（43）4112

農林振興課

令和８年度農作業安全講座
大特・けん引

種別 料金

講座受講料
大型特殊 6200円

けん引 7000円

運転免許試験受験料 2800円

傷害保険料 1100円

交付手数料

免許証のみ 2350円

マイナ免許証のみ 1550円
免許証と

マイナ免許証
2450円

くわしくはこちら

農業委員会

農地の移動件数を報告します

旧優生保護法にかかる補償金等制度

はり・灸施術費を助成します 野良猫にエサを与えないでください

狂犬病予防集団注射の日程

日　程 時　間 会　場

５月８日（金）
９：00 ～９：45 ①、②

10：00 ～10：45 ③、④

６月６日（土） ９：00 ～10：00 ①、②

９月５日（土） ９：00 ～10：00 ②
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梅雨時期を前に洪水対応演習が実施される予定です。

▶日時：４月16日（木）、17日（金）  ９：00 ～17：00
▶概要：
　・球磨川沿いに設置している警報局から放送及びサ
　  イレンが鳴ります。  ※４月16日のみ

　・関係市町村などへの情報伝達訓練を行います
　・ダム職員によるゲート操作などの机上訓練を行い
　  ます
▶その他：
　・演習のため、ダムからの放流はありません
　・天候によっては演習を中止することがあります
問  熊本県市房ダム管理所  〒868-0701 
　  球磨郡水上村岩野３- ６  ☎0966（44）0304

土砂災害特別警戒区域内に住んでいる人の引っ越し費
用に補助金が交付されます。補助事業を希望する人は、
問合先にお尋ねください。

▶対象：土砂災害特別警戒区域内に住んでいる人
▶相談期限：９月30日（水）
問  管理係  ☎0966（43）4131

生活排水による公共用水域の水質汚染の防止を目的と
し、下水道計画区域以外で浄化槽を設置される人に対
し、補助金を交付します。

▶補助基本額：
　５人槽…33万2000円
　７人槽…41万4000円
▶補助加算額：
　汲み取り式からの設置…33万円
　単独浄化槽からの設置…23万円
▶相談期限：11月30日（月）
問  管理係  ☎0966（43）4131

◆就労支援相談（予約制）（４/１～20） ※日程が変更となることがあります

日 内　容 場　所 時　間

８日
（水）  ジョブカフェ・ 球磨ブランチ in ゆのまえ  コミュニティ施設（旧ユノカフェ） 10：00 ～

12：00

10日
（金）  若者サポートステーションやつしろ 湯前出張相談会  コミュニティ施設（旧ユノカフェ） 13：30 ～

16：30

※ジョブカフェ・球磨ブランチ  ☎0966（22）0555 ※若者サポートステーションやつしろ  ☎0965（37）8739

◆年金相談（予約制）（４/１～20）
※八代年金事務所 お客様相談室　☎0965（35）6123  自動音声案内に従って１番→２番を押してください

日 場　所 時　間

１日
（水）  多良木町多目的研修センター ９：00 ～

17：00

６日
（月）  人吉市役所 ９：30 ～

17：00

８日
（水）  錦町総合福祉センター ９：00 ～

17：00

※日程が変更となることがあります

日 場　所 時　間

13日
（月）  人吉市役所 ９：30 ～

17：00

15日
（水）  多良木町多目的研修センター ９：00 ～

17：00

令和８年４月１日から、産交バス人吉営業所の電話番
号が変更されます。

【新電話番号】0570（02）5205
※毎日９時～16 時30分  受付

問  地域振興係  ☎0966（43）4129

戸建て木造住宅の耐震診断支援事業と耐震化支援事業
を受ける人は補助の対象となることがあります。対象
に当てはまる人は問合先に相談してください。

▶対象：平成12年５月31日以前に着工された旧耐震
　基準の戸建て木造住宅に住んでいて、令和８年度中
　に耐震診断や耐震改修などを予定している人
▶相談期限：９月30日（水）
問  管理係  ☎0966（43）4131

下水道区域内で、住宅の新築または空き家を購入して
下水道接続工事をする人は、下水道接続補助金の対象
となるときがありますので、問合先にご相談ください。

▶相談期限：11月30日（月）
▶対象とならない事例：
　・従前より同一の居住者で下水道供用開始以降３年
　  が経過している土地で新築をするとき
　・同一土地内で既に下水道接続補助金を受給してい
　  る人の新築・増改築
問  管理係  ☎0966（43）4131

下水道接続にかかる費用を補助   

住宅移転にかかる費用を補助   
土砂災害危険住宅移転促進事業

総務課

放送とサイレンが鳴ります
市房ダム洪水対応演習

地震発生時の人身事故防止や避難経路確保のために危
険な塀

※
の撤去などにかかる費用を補助します。

※塀：ブロック塀や組石造、レンガ造など

▶対象となる塀：次のすべてに当てはまるもの
　❶道路や避難場所に面する
　　※道路は緊急輸送道路や通学路、避難経路のみ対象です

　❷道路からの高さが80㌢㍍以上か塀自体の高さが
　　60㌢㍍以上
　❸点検で安全対策が必要と判断された
　❹明らかに建築基準法に違反していない
▶対象となる費用：塀の診断・撤去・改修にかかる費用
▶補助：費用の３分の２
　※上限…塀の長さ１㍍あたり８万円以内で１敷地あたり20万円

▶相談期限：９月30日（水）
問  管理係  ☎0966（43）4131

耐震診断と改修の支援事業
木造住宅の建替予定の人

浄化槽設置にかかる費用を補助   

電話番号が変わりました
産交バス人吉営業所

企画観光課

建設水道課

危険なブロック塀を撤去しませんか
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◆休日当番医と当番薬局（４/１～20）
※旬報配布後に医療機関が変更になることがあります。

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

5日
（日）

多良木

はやしクリニック 42-2132

公立多良木病院小児科 42-2560

くろひじ薬局 35-6663

ユニスマイル薬局
多良木いちご店 42-6888

山口薬局 42-2123

人吉

願成寺ごんどう医院 22-4700

うさぎ薬局人吉店 32-9621

12日
（日）

錦 小川整形外科医院 38-3455

人吉

球磨病院 22-3121

人吉医療センター小児科 22-2191

※受診時は医療機関に確認してください（市外局番：0966）

日 場　所　 病院・薬局名 電話番号

12日
（日） 人吉

あおい調剤薬局 32-7677

さくら調剤薬局
医療センター前店 32-9657

19日
（日）

多良木

仁田畑クリニック 42-1123

ひご薬局多良木店 49-1011

あさぎり

やまむら小児科・内科 45-0005

エスエス堂きりん本町薬局 45-6330

人吉

河野産婦人科医院 24-3838

うさぎ薬局人吉店 32-9621

町の情報をL
ラ イ ン
INEでゲット

　
▶町公式LINEの登録方法：❶ QRコードを読み込む ❷アプリ　
　内のホーム画面で「湯前町」か「@yunomae」で検索

人　口/3358人　
男/1587人　女/1771人
世帯数/1506戸
※２/28現在

※日程が変更となることがあります◆健康相談・健康教室（４/１～20）

日 内　容 時　間 場　所 準備物

７日
（火）

 離乳食教室
 ※通知があった人

９：30 ～ 多良木町保健センター
　〇エプロン　〇三角きん
　○問診票　○母子手帳

８日
（水）  植木区健康相談 13：30～ 植木公民分館 　

13日
（月）

 馬場区栄養教室 ９：30～ 馬場公民分館 　

 金色の会（男性料理教室）
 ※申込みした人

10：00～ 湯前町保健センター
　〇エプロン　〇三角きん
　○200円

 野中田２区健康相談 13：30～ 野中田２区公民分館

17日
（金）  山ノ口健康相談 13：30～ 山ノ口公民分館

※健康相談・健康教室に参加する人は健康手帳を持参してください


